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で
は
、
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年
間
に
、
職
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数
と
管
理
職
ポ
ス

ト
を
５
％
削
減
す
る
と
い
う
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値
目
標
を
設
定
し
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
生
み
出
し
た
人
員
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行
政
需
要
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対
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て
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勧奨・定年

月分
２８．８７５

月分
４４．５５

月分
６２．７

自己都合
月分

２１．０

月分
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月分
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札 幌 市
勧奨・定年

月分
３３．７７２
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４４．５５

月分
６２．７

自己都合
月分

２１．０

月分
３３．７５

月分
４７．５

区 分

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

支

給

率

１，２８０，０００円

１，０３０，０００円

８７０，０００円

１，０４０，０００円

９５０，０００円

８６０，０００円

市 長

助 役

収 入 役

議 長

副 議 長

議 員

給
料
月
額

報
酬
月
額

説 明

平成９年４月１日現在の職員数
（１７，７６３人）を平成１０年度～１４年度
の５年間で５％（約９００人）削減し、
そこから生み出した人員で、新たな
行政需要に対応するとともに、職員
数を抑制することが目標です。
計画年度中に約９．７％の削減を達

成しました。

平成１０年度
～１４年度
計

４３８

▲１，７２９
（▲９．７％）

▲１，２０１

平成１４年
４月１日
（計画５年目）

９０

▲ ４２４
（▲２．４％）

▲ ３３４

１６，５６２

平成１３年
４月１日
（計画４年目）

９５

▲ ３５４
（▲２．０％）

▲ ２５９

１６，８９６

平成１２年
４月１日
（計画３年目）

１４４

▲ ４６６
（▲２．６％）

▲ ３２２

１７，１５５

平成１１年
４月１日
（計画２年目）

９１

▲ ２２５
（▲１．３％）

▲ １３４

１７，４７７

平成１０年
４月１日
（計画１年目）

１０８

▲ ２６０
（▲１．５％）

▲ １５２

１７，６１１

平成９年
４月１日
（計画前年）

１７，７６３

区 分

増 員

減 員

差 引

職 員 数

経験年数２０年

４１２，５７３円

３５８，１６３円

経験年数１５年

３６３，０７８円

３０６，３１４円

経験年数１０年

２９５，３３４円

２４０，８３３円

区 分

大学卒

高校卒
一般行政職

内 容

扶養親族のある職員に支給。配偶者１７，８００円。配偶者以外の扶養親
族２人までは１人６，０００円。３人目から１人３，２００円。満１６歳～２２歳の
子１人につき５，０００円を加算。国は、配偶者１６，０００円。扶養親族３人
目から１人３，０００円。そのほかは札幌市と同じ。

物価水準、生計費や民間の賃金水準の高い都市部の地域に勤務する
職員に支給。札幌市は給料、扶養手当、管理職手当の合計額の３％
（東京都特別区内に勤務する職員は１２％）。国は、札幌市・東京都特別
区内などに勤務する職員に３～１２％を支給。

正規の勤務時間を超えて勤務した職員と休日において勤務した職員
に支給。国は札幌市と同じ。１３年度の平均支給月額は３７，９４０円。

住居費用を負担している職員に支給。借家などの場合は家賃の額に
応じて、１１，０００～２７，０００円。自宅の場合は９，７００円を支給。国は家賃
の額に応じて１２，０００～２７，０００円。自宅の場合は１，０００円（取得後５年
間は２，５００円）。

給料月額に扶養手当と調整手当、および職務上の段階、職務の級な
どによる加算額を加えた合計額を基礎額とし、これに年間で４．７０月分
を乗じた額を支給。国の年間支給月数も同じ。

危険、不快、不健康などの特殊な勤務に従事する職員に支給（例：
清掃等作業手当、斎場等業務手当など）。１３年度の支給対象職員の平
均支給月額は１４，６９３円。

世帯区分、扶養親族の数に応じ、基準額として５９，２００～１６３，７００円、
加算額として灯油２，０００�以下分に相当する金額を支給。国の基準額は
札幌市と同じ。加算額は１７，２００～５１，６００円を支給。

区分

扶養手当

調整手当

時間外勤務・
休日勤務手当

住居手当

期 末 ・
勤勉手当

特殊勤務
手 当

寒 冷 地
手 当

平成１４年の主な増減理由

土木・建築工事の減

給食調理業務の委託などによる減

交通事業の見直しなどによる減

対前年
増減数

平成１４年

▲７５人

▲１０７人

▲１５２人

▲３３４人

職 員 数

平成１４年

７，５１２人

４，４８１人

４，５６９人

１６，５６２人

平成１３年

７，５８７人

４，５８８人

４，７２１人

１６，８９６人

部 門

一般行政

教育・消防

公営企業等

計

【表１０】部門別職員数の状況

注：１）一般行政には税務、保健福祉、土木など、公営企業等には病院、水
道、交通などの職員が含まれます。

２）職員数は、臨時職員、非常勤職員などを除いた数です。

【表９】特別職の報酬などの状況
（平成１４年４月１日現在）

注：期末手当は、年間で３．５５月分です。

※（ ）内の数字は平成９年４月１日現在の職員数に対する当該年度の削減率

【表１１】行財政改革推進計画に基づく職員数削減状況（実績）の概要

注：経験年数とは、学校卒業後直ちに市職員として採用され引き続き勤務している
場合は、採用後の年数をいい、採用前に民間などの経歴がある場合は、その経
験を加えた年数をいいます。

注：ほかに、通勤手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職手当（課長以上）など
があります。また、調整手当については、支給割合の引き下げに伴う経過措置を
実施しています。

【表７】諸手当の状況 （平成１４年４月１日現在）

【表６】経験年数別・学歴別の平均給料月額の状況 （平成１４年４月１日現在）

【表８】退職手当の状況 （平成１４年４月１日現在）

注：定年前に退職した職員には、勤続年数に応じて退職手当の算定の基礎となる給料月
額を４～２０％加算する措置があります（国は２～２０％加算）。また、長期にわたり勤
続した職員は、退職時に１号俸特別昇給します（国も１号俸）。

職員給与の状況
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